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とやま中央会 FAX 情報 

２０２６．５．１５ 発行 №７２７ 
 

令和８年度中小企業成長応援ファンド事業のご案内 

―富山県― 

 
富山県では、県内１１金融機関との連携により令和７年７月に設置した「中小企業成長応援ファンド」

の運用益を活用し、中小企業の皆様の新商品開発や新たな販路開拓等を支援します。 

このたび、第１次募集が開始されましたのでご案内いたします。 

 

１．各事業の概要 

（１）地域資源等を活用した新商品・新サービス 

開発支援事業 

 ①対象者 

  中小企業者及び中小企業者のグループ 

  中小企業者と農林漁業者の連携体又は異な 

る業種の中小企業者の連携体<農商工連携・異 

業種連携枠> 

 ②対象事業 

 １）産地の技術や農林水産品、観光資源など県 

  が指定する地域資源を活用し、新商品・新サ 

ービスを開発する事業 

  １）対象者の連携体が新商品・新サービスを 

  開発する事業<農商工連携・異業種連携枠> 

 ２）上記１）に合わせて行う販路開拓事業 

 ③対象経費 

  研究開発費、専門家謝金・旅費、見本市等出 

展経費、その他経費 

④助成率 １/２ 

 ※<農商工連携・異業種連携枠>２/３ 

⑤上限 ２００万円 

（２）ものづくり技術開発促進事業 

 ①対象者 

  中小企業者及び中小企業者のグループ 

 ②対象事業 

  新商品・新技術の研究開発等による競争力 

強化の取組み 

 ③対象経費 

  研究開発費、専門家謝金・旅費、その他経費 

 ④助成率 １/２ 

 ⑤上限 ３００万円 

（３）伝統工芸産業支援事業 

 ①対象者 

  中小企業者及び中小企業者のグループ又は

伝統工芸産地組合等 

 ②対象事業 

 １）富山県内の伝統工芸品（経済産業大臣指定 

６品目及び富山県指定５品目）を活用し、新 

商品・新サービスを開発する事業 

 ２）上記１）に合わせて行う販路開拓事業 

 ③対象経費 

  研究開発費、専門家謝金・旅費、見本市等出 

展経費、その他経費 

④助成率 １/２ 

⑤上限 ３００万円 

（４）販路開拓強化支援事業 

 ①対象者 

  中小企業者及び中小企業者のグループ 
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 ②対象事業 

  県外又は国外の見本市、展示会等への出店 

事業 

③注意点 

 令和６～７年度にとやま中小企業チャレン 

ジファンド事業販路開拓挑戦応援事業に採択 

された方は対象外 

④対象経費 

 見本市等出展経費、従業員等の旅費、その他 

経費 

⑤助成率 １/２ 

⑥上限 

 １）県外分 ２５万円 

 ２）国外分 ５０万円 

 ３）県外分＋国外分 ５０万円 

（５）小規模企業応援事業 

 ①対象者 

  小規模企業者（※）及び小規模企業者のグル 

ープ 

 ※従業員数２０人以下（ただし、商業・サー 

ビス業は５人以下） 

 ②申請時の注意点 

 １）１社申請 

  商工団体の経営指導を受けた事業計画に基 

づく事業でかつ意見書の添付必須 

２）２社以上のグループ申請 

 意見書の添付不要 

 ③対象事業 

 １）新商品・新技術の研究開発に係る事業 

 ２）販路開拓事業 

 ・県外又は国外の見本市、展示会等への出展 

 ・上記１）の成果をＰＲする広報活動 

 ・ホームページの制作・改良 

 ３）人材育成事業 

  各種研修、講習、発表会等の開催又は参加 

 ④対象経費 

  設備整備費、研究開発費、専門家謝金・旅費、

見本市等出展経費、その他経費 

 ⑤助成率 １/２ 

  

 ⑥上限 ５０万円 

  ※２）見本市、展示会等への出展については 

以下のとおり 

県外分 ２５万円 

国外分 ５０万円 

県外分＋国外分 ５０万円 

（６）事業承継応援事業 

 ①対象者 

  令和８年度において現経営者が満６０歳以 

上であること 

 おおむね５年以内に親族、従業員又は第三 

者への事業承継を予定していること 

②対象事業 

 事業承継に向けて新たに企業価値向上に取 

り組む事業 

③対象経費 

 設備費、謝金・旅費、外注費、委託費、その 

他経費 

④助成率 １/２ 

⑤上限 １００万円 

２．募集期間 

 令和８年５月８日（金）～６月８日（月）午後

５時必着 

３．注意点 

・応募できるのは各事業の中から１件のみで、事

業実施期間は２箇年度以内 

・令和７年度にとやま中小企業チャレンジファ

ンド事業に採択され、事業継続中の方は申請対

象外 

・一部の対象経費（工具器具・備品費など）には、

助成額に上限あり 

・中小企業者とは、中小企業成長応援ファンド事

業助成金交付要領第２条第１項第１号に規定す 

る者で、県内に主たる事務所を置くものに限る 

４．お問合せ先 

（１）地域資源等を活用した新商品・新サービス 

開発支援事業 

富山県新世紀産業機構 

新事業・販路開拓支援課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０２ 



 

とやま中央会ＦＡＸ情報 №７２７                             3 

農商工連携・異業種連携枠 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０３ 

（２）ものづくり技術開発促進事業 

  富山県新世紀産業機構 

  連携促進課 

  ＴＥＬ：０７６－４４４－５６３６ 

（３）伝統工芸産業支援事業 

  富山県伝統産業支援課 

  ＴＥＬ：０７６－４４４－３２４７ 

（４）販路開拓強化支援事業 

  富山県新世紀産業機構 

  新事業・販路開拓支援課 

  ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０３ 

（５）小規模企業応援事業 

  富山県新世紀産業機構 

  経営支援課 

  ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０５ 

（６）事業承継応援事業 

  富山県経営支援課 

  ＴＥＬ：０７６－４４４－３２４８ 

※各事業の詳細等につきましては、富山県ホー

ムページまたは富山県新世紀産業機構ホームペ

ージをご確認ください。 

 

◇ 「とやま外国人材活用・定着支援デスク」

のご案内 

 

 富山県では、県内企業における高度外国人材

等の活用を促進するため、県内企業の高度外国

人材等の受入れ・定着を総合的に支援する「と

やま外国人材活用・定着支援デスク」を開設し

ています。 

支援デスクでは、高度外国人材等の受入れに

関する相談受付や、富山県と連携した人材紹

介・派遣事業者を通じた高度外国人材等とのマ

ッチング支援等を実施していますので、お気軽

にご連絡ください。 

※「とやま外国人材活用・定着支援デスク」

は、富山県行政書士会に運営を委託していま

す。 

１．場所 

〒９３０－００８５ 

富山市丸の内１―８－１５ 余川ビル２Ｆ 

富山県行政書士会外国人材受入サポートセン

ター内 

２．業務内容 

（１）在留資格制度や外国人材の受入れ・定着 

等に関する相談受付 

※ご相談は、サポートセンターに直接来所 

いただく他、電話、メールでも受け付けて 

います。 

（２）富山県と連携した人材紹介・派遣事業者 

を通じたマッチング支援 

（３）外国人材活用・定着セミナー等の開催 

 詳細は富山県ホームページをご覧ください。 

３．お問合せ先 

 とやま外国人材活用・定着支援デスク 

〒９３０－００８５ 

 富山市丸の内１－８－１５ 余川ビル２Ｆ 

富山県行政書士会外国人材受入サポートセン

ター内 

ＴＥＬ：０７６－４０７－４８０８ 

※富山県の担当部署 

 富山県地方創生局外国人共生社会推進課外国 

人共生社会推進担当 

〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪１―７ 

ＴＥＬ：０７６－４４４－８８７３ 

 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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◇ 「外国人材定着総合支援補助金」のご案内 

 

 富山県では、県内企業における外国人材の定

着を促進するため、４つの補助メニューによ

り、県内企業等の外国人材定着につながる取り

組みを支援しています。 

 

１．補助金の概要 

（１）外国人材入国前日本語教育等支援事業費 

補助金 

①概要 

県内企業が一定要件を満たす入国前日本語 

教育等を実施した場合、日本語教育や入国後 

の定着サポート、渡航に要する経費の一部を 

助成 

②補助率 補助対象経費の２分の１ 

③補助限度額 

１）高度外国人材 ５０万円 

２）技能実習生 ４０万円 

（２）外国人材日本語習得等支援事業費補助金 

①概要 

外国人材を雇用する企業等、外国人技能実 

習生の監理団体、又は登録支援機関等が行う 

日本語習得の日本語研修事業に要する経費の 

一部を助成 

②補助率 補助対象経費の２分の1 

③補助限度額 １５０千円 

（３）外国人材が働きやすい職場環境整備事業 

費補助金 

①概要 

県内企業が行う外国語業務マニュアルや専

門用語語彙リストの作成、相互理解のための

セミナーの開催等、外国人材が働きやすい職

場環境整備を図るために要する経費の一部を

助成  

②補助率 補助対象経費の２分の1 

 ③補助限度額 ３００千円 

（４）外国人材地域交流促進事業費補助金 

①概要 

県内の外国人材受入団体等が行う外国人材 

と地域の交流をとおして、外国人材の企業定

着の効果が見込まれる取組みに対して費用の

一部を助成 

②補助率 補助対象経費の２分の1 

③補助限度額 ２００千円 

※各補助金の詳細は富山県ホームページをご覧

ください。 

２．お問合せ 

富山県地方創生局外国人共生社会推進課外国

人共生社会推進担当 

〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪１－７ 

ＴＥＬ：０７６－４４４－８８７３ 

 

◇ 第７１回令和８年度通常総会のご案内 

 

 本会では、第７１回通常総会を下記のとおり 

開催いたしますので、会員の皆様のご出席をお 

願いいたします。 

 

１．開催日時 

 令和８年５月２９日（金）１４時～ 

２．開催場所 

 富山商工会議所ビル１０階大ホール 

 （富山市総曲輪２－１―３） 

３．お問合せ 

  富山県中小企業団体中央会総務課 
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